
世田谷区介護保険事故報告取扱要領 

平成１７年４月２８日 

世 計 調 第 ５ ７ 号 

 

（通則） 

第１条  介護保険法（平成９年法律第１２３号）に基づく「東京都指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営の基準に関する条例」（平成２４年１０月１１日東京都条例第１１１号）第３９条（第４１

条の３、第４６条、第５８条、第６２条、第７８条、第８８条、第９７条、第１１０条の２（第１１４条及び第１

３４条において準用する場合を含む。）、第１４５条、第１６７条（第１８０条において準用する場合を

含む。）、第１８０条の３、第１８７条、第２０３条（第２１５条において準用する場合を含む。）、第２３６

条、第２４７条、第２６２条、第２６４条及び第２７５条において準用する場合を含む。）及び、「世田谷

区指定地域密着型サービスの事業の人員等の基準等に関する条例」（平成２５年３月５日世田谷

区条例第１７号）第４１条（第６０条、第１０９条、第１２９条、第１５０条及び第２０４条において準用す

る場合を含む。）、第６０条の１８（第６０条の２０の３、第６０条の３８及び第８１条において準用する

場合を含む。）及び第１７７条（第１９１条において準用する場合を含む。）、「世田谷区指定居宅介

護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例」（平成３０年３月６日世田谷区条例第３

０号）第３０条（第３３条において準用する場合を含む。）、「東京都指定介護老人福祉施設の人員、

設備及び運営の基準に関する条例」（平成２４年３月３０日東京都条例第４１号）第３８条（第５２条

において準用する場合を含む。）、「東京都介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運

営の基準に関する条例」（平成２４年３月３０日東京都条例第４２号）第３８条（第５３条において準

用する場合を含む。）、「東京都指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関す

る条例」（平成２４年６月２７日東京都条例第９８号）第３６条（第５１条において準用する場合を含

む。）、「東京都介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例」（平成３０年

３月３０日東京都条例第５１号）第３８条（第５３条において準用する場合を含む。）、「東京都指定

介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例」（平成２４年１０月１１日東京都条例第１

１２号）第５４条の９（第６２条、第７４条、第８４条、第９３条、第１２３条、第１４２条（第１５９条におい

て準用する場合を含む。）、第１６４条の３、第１７１条、第１８１条（第１９６条において準用する場合

を含む。）、第２１７条、第２３４条、第２４８条、第２５３条及び第２６２条において準用する場合を含

む。）、「世田谷区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例」

（平成２５年３月５日世田谷区条例第１８号）第３８条（第６６条及び第８７条において準用する場合

を含む。）並びに「世田谷区指定介護予防支援等の事業の人員等の基準等に関する条例」（平成

２７年３月９日世田谷区条例第１５号）第２９条（第３５条において準用する場合を含む。）の規定に

よる事故が発生した場合の介護保険事業者（以下「事業者」という。）から世田谷区（以下「区」とい

う。）への報告は、この要領の定めるところによるものとする。 

２  「東京都における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準」第１ ２（１）並びに「世田谷区における指定地域密着型通所介護事業所等で提

供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する指針」第１ ２（１）で規定する宿泊サ

ービスを提供する際に発生した事故についてもこの要領に定めるところにより区に報告するものと

する。 



（目的） 

第２条  この要領は、事業者による介護サービス及び前条第２項に規定する宿泊サービスの提供

（以下「介護サービス等」という。）に関して事故が発生した場合に、事業者が速やかに区にその状

況を報告し、事故の解決及びその再発防止を図るために、報告の内容及び手順などを定めること

を目的とする。 

（事故の範囲） 

第３条  報告すべき事故の範囲は、次に掲げるとおりとする。なお、第１号から第３号までについて

は、事業所側の責任や過失の有無に関わらず報告するものとする。 

（１） 介護サービス等による利用者のけがや死亡事故等（以下「けが等」という。） 

けが等とは、死亡事故のほか、外傷、骨折、誤えん、誤与薬等のうち医療機関において治療

（施設内における医療処置を含む。）又は入院したものをいう。ただし、擦過傷や打撲など比較

的軽易なものは除く。 

なお、「介護サービス等」には、送迎及び通院等を含めるものとする。 

（２） 介護サービス等により、利用者の住居、家財、所持品等に損害を及ぼし、損害賠償責任が発

生又は発生するおそれのあるもの。ただし、損害賠償の程度が軽度なもので、利用者及び家族

等との話し合いが終了したものは除く。 

（３） 利用者及び従業員等から感染症、食中毒及び疥癬の患者が発生し、利用者へのサービス提 

供に影響する恐れがあるもの 

   なお、感染症とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（以下「感

染症予防法」という。）に定める感染症のうち、次のものをいう。 

ア １～５類感染症。ただし、５類の定点把握を除く。 

イ 新型インフルエンザ等感染症 

ウ アに相当する指定感染症 

エ 指定感染症 

（４） 従業員の法令違反及び不祥事等のうち、利用者へのサービス提供に影響するおそれのある

もの 

（例）利用者の個人情報の漏洩、送迎時の交通事故など 

（５） 介護サービス等提供中に利用者が行方不明になったもの（警察署等に届出したもの） 

（６） その他、特に保険者から報告を求められたもの 

（対象者等） 

第４条  事故報告は、事故に関係する介護サービス等利用者が区内在住者（住所地特例により当

区の被保険者である者を含む。以下同じ。）の場合及び施設サービスを提供する施設の所在地が

区内の場合に行うものとする。 

（報告項目） 

第５条  事業者が報告すべき項目は次に掲げるとおりとする。 

（１）報告年月日 

（２）事業所情報（事業所名、事業所番号、サービス種別等） 

（３）利用者情報（氏名、住所、被保険者番号、サービス提供開始日、身体状況等） 

（４）事故状況 

（５）事故の概要（発生日時、発生場所、事故の種別、第一発見者、過去３ヶ月以内の同一被保険 



者に関する事故の有無、事故の内容等） 

（６）事故発生時の対応（発生時の対応、受診方法、受診先、診断名、診断内容 検査・処置等の 

概要等） 

（７）家族等への報告（報告の有無、報告した家族等の氏名、利用者との続柄、報告年月日、連絡 

者氏名、連絡内容、連絡した関係機関等） 

（８）事故発生後の状況（利用者の状況等） 

（９）事故の原因分析（本人要因、職員要因、環境要因の分析等） 

（１０）再発防止策（手順変更、環境変更、その他の対応、再発防止策の評価時期及び結果等） 

（１１）損害賠償の有無（状況等） 

（１２）その他（居宅介護支援事業所名、担当者名、所在地、電話番号、特記すべき事項等） 

（報告手順） 

第６条  事業者は、事故発生時の第一報として前条第１号から第３号まで及び第５号の項目を記載

した事故報告書（第１号様式）（以下「報告書」という。）又は区長が認める様式により、当該利用者

が区内在住者の場合はその住所地を管轄する総合支所保健福祉センター保健福祉課（以下「保

健福祉課」という。）へ速やかに報告し、また当該利用者の住所地が区外（住所地特例により当区

以外の被保険者を含む。）の場合には、事業者の所在地を管轄する保健福祉課へ報告するもの

とする。 

２  事業者は、当該事故対応が終了したとき（対応報告）は、前項の報告書に前条第４号の項目を

追記して、遅滞なく保健福祉課へ報告するものとする。 

３  前２項の規定にかかわらず、事業者は事故発生から当該事故の対応まで短時日に終了したと

きは、第一報と対応報告とを兼用して報告することができるものとする。 

（区の対応等） 

第７条  区（介護保険課、保健福祉課、高齢福祉課、保健福祉政策課等）は、事業者からの事故

報告に基づき、速やかに事故の状況把握等を行うとともに、関係各課が連携しながら、必要に応

じて事業者への調査及び指導を行うものとする。なお、各課のその他の役割分担はおおむね別

表１のとおりとする。 

２  区は、報告書を受領後別表２の順序で供覧するものとし、関係各課は課内供覧終了後に報告

書の写しを保管するものとする。なお、保健福祉政策部保健福祉政策課は、すべての供覧終了

後に原本を保管するものとする。 

３  重大な事故については、必要に応じて、厚生労働省、東京都、東京都国民健康保険団体連合

会又は他の区市町村と連携を図るものとする。 

 

附 則 

この要領は、平成１７年５月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１８年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１９年１２月１日から施行する。 



附 則 

この要領の施行の際、改正前の世田谷区介護保険事故報告取扱要領に基づき作成された様

式の用紙で現に残存するものは、当分の間使用することができる。 

附 則 

この要領は、平成２０年２月１４日から施行し、平成１９年１２月１日から適用する。 

附 則 

この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２１年６月１日から施行する。 

附 則（平成２６年２月２８日２５世保福指第２８５号） 

この要領は、平成２６年３月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２６日２５世保福指第３１４号） 

この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年４月１日２８世保福指第２８号） 

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年４月１日３０世調指第９２号） 

この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月 27日３１世調指第 779号） 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

      附 則（令和４年３月 18日３世保福政第 923号） 

   この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

 

別表１ 

所属名 役  割 

高齢福祉部介護保険課 １．事故に伴う関連事業者への情報提供及び注意の喚起

に関すること。 

２．高齢福祉課の欄に掲げる介護サービス事業以外の事

故に伴う、事業者への連絡及び助言に関すること。 

総合支所保健福祉センター保健

福祉課 

事故に伴う、利用者及び事業者への連絡、調整に関す

ること。 

高齢福祉部高齢福祉課 介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設、指定短

期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共

同生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多

機能型居宅介護及び複合型サービス事業の事故に伴う、

事業者への連絡及び助言に関すること。（介護予防サービ

ス含む。） 

保健福祉政策部保健福祉政策課 事故に伴う苦情処理の手続及び苦情相談の総括に関

すること並びに国民健康保険団体連合会との連絡調整に

関すること。 

 



 

別表２ 

供覧順 所属名 備 考 

１ 総合支所保健福祉センター保健福祉課  

２ 高齢福祉部介護保険課  

３ 高齢福祉部高齢福祉課  

４ 保健福祉政策部保健福祉政策課  

 


